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か

ハザードマップには、各地域
の土砂災害警戒区域や危険箇所
などを示しています。過去の災
害で浸水した箇所や土砂崩れが
発生した箇所なども掲載してい
ます。
自宅だけではなく、住んでい

る地域ではどのような災害が起
きやすいのか、いざというとき
の避難場所はどこなのか、事前
に確認しておきましょう。
ハザードマップを持っていな

い人は、市役所危機管理課や各
支所に問い合わせてください。

◀�「土砂災害ポータル
ひろしま」で、最新
の土砂災害警戒区域
などを確認できます

◀�市ホームページで、
ハザードマップを
確認できます

＼住んでいる地域の危険度をチェック／

　
日
頃
か
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。

　
　
　

　
災
害
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ま
せ
ん
。
非
常
用
持
ち
出
し
品
チ

ェ
ッ
ク
シ
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備
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き
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し
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う
。

　
持
ち
出
し
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と
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で
き
る
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な
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な
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と
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て
お
き
ま
し
ょ
う
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食べ物や飲み物、救
急用品、貴重品など、
必要なものを用意し、
リュックなどに入れ、
玄関など簡単に持ち
出せる場所に保管し
ておきましょう。

□�現金
□�飲料水
□�食料
□�衣類・下着・靴
□�寝袋
□�ティッシュ・タオル

□�カセットコンロ
□�ガスボンベ
□�救急セット
□�常備薬・お薬手帳
□�懐中電灯
□�ラジオ

【避難生活のために】

【あると便利な物】

□�缶切り・ナイフ
□�雨具
□�軍手
□�カイロ
□�ポリ袋
□�レジャーシート

【家族構成によって】

□�親子（母子）健康手帳
□�おむつ・おしりふき
□�ミルク・哺乳瓶
□�おんぶひもなど

□�折りたたみの杖・椅子
□�常備薬・お薬手帳
□�老眼鏡

□�迷子札・ペット手帳
□�フード・常備薬
□�リード・写真
□�ペットケージなど

小さな子ども

ペット

高齢者

非常用持ち出し品チェックシート
り災証明書の見直し
本市が発行している「り災証明書」の様

式を、自治体間の応援業務の円滑化のため、
国が提示している統一様式に変更します。
それに併せて、本市が発行している「り

災証明書」を、災害対策基本法に基づく「罹
災証明書」とその対象外を網羅する「被災
届出証明書」に区分します。
また、被害認定調査をスムーズに実施す

るため、建物の修理や片付けなどの前に可
能な限り建物の被害状況を写真で撮影し、
保存しておいてください。

指定緊急避難場所、
指定避難所を確認

災害に備えて、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を指定しています。
身近な指定緊急避難場所などを確認しておきましょう。
※�災害時には、原則として、市民センターなどを優先的に開設し、状況に応じて小・中
学校やその他の施設を開設します

「�指�定緊急避難場所」…切迫した災害の危険から命を守るために避難する
場所で、災害種別ごとに指定しています。

「�指�定避難所」…災害により自宅に戻ることができない場合などに、一定
期間避難生活を送る施設です。

▼各施設の入り口付近に看板を設置しています

適切な避難行動
避難行動は、指定緊急避難場
所や知り合いの家などに避難す
る「立ち退き避難」が基本です。
避難が遅れた場合は、近隣の
強固な建物の上層階への避難や、
自宅の 2階や山と反対側の部屋
へ移動するなど、状況に応じて
適切な避難行動がとれるよう、
家族や地域で話し合っておきま
しょう。

避難所の
種類を表示

建物の ２階以上が避難場所です

災害の
種類を表示

避難できません

避難所での
新型コロナウイルス
感染症対策

●�避難所の過密状態を防ぐため、避難所にこだわら
ず、安全な場所にある親戚や知り合いの家など、
複数の避難先を考えておきましょう。

●�マスク、アルコール消毒液、体温計などを持参し
ましょう（マスクがないときは手ぬぐいやハンカ
チなど）。

●�避難所では、こまめな手洗いや咳エチケットに気
を付けましょう。

�◀�市ホームページか
ら指定緊急避難場
所・指定避難所を
確認できます

ま
ず
は
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

で
自
宅
周
辺
を
確
認

□�電池
□�携帯電話、スマートホン
□��充電器・モバイルバッ
テリー

□��免許証、健康保険証、
マイナンバー（個人番
号）カードなど

非
常
用
持
ち
出
し
品
を

準
備
す
る

災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、
日
頃
か
ら
の
準
備
が
大
切
で
す
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